
NHK受信契約の未契約事案について 

令和８年３月３１日 

 

事案の概要 

 

１ 未契約台数 

公用車 テレビ 合計 

１台 １６台 １７台 

 

２未払金額 

 

２，１２５，２２２円 

 

３未契約であった主な原因 

 

 テレビ放送を受信できるカーナビについてNHK受信契約の対象であること及びテレビ受

信機の設置場所ごとの契約の必要性の認識不足 

 

４対応 

NHK受信契約の未契約分の支払いについては、令和８年３月３１日で支払い済み 

また、放送受信料制度に基づく適正な事務処理及び確認を徹底し、業務上必要のないカー

ナビやテレビは撤去する。 


